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★福岡市・現状
○現行特区制度は，これまでの申請件数が５０件を超えるなど多くの外国人起業家に活用されている。
○ロールモデルとなる外国人起業家の多数輩出を目指す段階であり，円滑な事業展開を支援したい。

★福岡市・提案
○現行特区制度の課題として，６月の在留資格では賃貸借契約や融資等の審査ハードルが高くなる。
○円滑な事業展開を促進するため「創業活動計画」提出した場合の在留期間を「６月」から「12月」に延長。
○これまで本特例の活用実績を持つ国家戦略特区において実施・検証。
※外国人起業家の更なる受入れを促進する全国制度とは趣旨が異なる。
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